
 

9月もまだまだ暑い日が続きます。熱中症にならぬよう 
十分注意しましょう。また、新型コロナウイルスの感染 
防止にも引き続き努めましょう！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

今年度からセンター斡旋の自転車保険に

ついては、財団の推奨するサイクル安心保

険(全日本交通安全協会)等が整備されたた

め申込みの受付はいたしません。 

 これまで斡旋していた保険に加入されて

いた方には、8 月にパンフレットを全会員

に送付しています。忘れずに９月５日から

９月２０日のまでの間にお申し込み下さ

い。お申し込みいただければ、切れ目なく

自転車事故に関する賠償と傷害補償が受け

られます。 

なお、お手元に見当たらない場合、パン

フレットは本部・荏原・東大井・ゆたかの

４ヶ所の事務所に置いてありますのでご利

用ください。 

新型コロナウイルスワクチン接種を

家族にもぜひとも勧めましょう‼ 

現在、変異ウイルスによる感染拡大が深

刻となり、緊急事態宣言が拡大・延長さ

れています。そして、一日あたりの感染

者も全国では２万人を超える状況が続

いています。ご家族の方などで未接種の

方がいましたら、ワクチン接種を強くお

勧め下さい。家庭内感染が非常に多くな

っており、皆さんが接種済みでも家族か

らの感染リスクを低減する必要がある

ためです。 

７月に賠償事故が発生‼ 

残念なことですが、7月に某大学のキャ

ンパス屋外清掃に３名で従事していまし

た。大学のキャンパスは広く草刈りをする

場合、仕様書でも草払機使用となっていま

す。過去にも、草払機で跳ね飛ばした小石

等が飛び、電話ボックスの強化ガスを壊し

た事故があり、しごと財団で行った草払機

の安全講習会にも出席してもらいました。

また、事故再発防止講習会にも参加してい

ただきました。しかし今年７月に草払機使

用中に小石を飛ばし、ドアーの硝子を破損

させるという事故が発生。品川区シルバー

人材センターでは、草払機の危険性が大き

いので、原則使用禁止としていますが、こ

の大学では仕様書に記載と人では何倍もの

労力がかかるため、やむなく使用していま

した。しかし、防護柵を設けるなどの措置

を講じることを使用条件にしています。今

回のケースは、建物回り５センチくらいの

所で起きており、防護策は使用できる状態

ではなかったとの事です。大学側は協力的

で、駐車場の側の草刈りを行う場合は、日

程を決めて車を移動してくれていますが、

もし人だったらと思うとぞっとします。今

後もこの事業を継続するかは、しかるべき

機関で検討する時期かもしれません。 

 

 



令和 3年度の安全標語！最優秀作品 

テーマ①危険予知 

『慣れを捨て 基本を守った 正しい作業』 

大井東地区  津田 昭洋 会員 

 

除草班、障子・襖班を募集しています‼ 

現在除草班と障子・襖班で作業していただ

ける方を募集しております。それぞれ掛け持

ちでは難しい職種のため、お知り合いでご興

味をお持ちの方がいらっしゃれば、ぜひご紹

介ください。未入会の方が入会していただけ

ればクオカード 1,000円分を差し上げます。 

問合せ：03-3450-0713 志村・菅井まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 月分の就業報告書提出締切日 

１０月 ４日（月） 

配分金振込日 

１０月１４日（木） 

派遣会員給与振込日 

    １０月２５日 (月) 

 

 

 

連絡掲示板 

就業相談 

10月 14日（木）午後１時～午後４時 

本部と荏原支部で理事が相談をお受けし

ます。 

 

ショートメッセージのテスト送信結果 

 

 先日の８月３１日（火）午前１０時に、

スマートフォン、携帯電話をお持ちの会員に 

「センターからのお知らせ」をテスト送信 

いたしました。多くの会員の方より届いた 

とのお声や、知らない番号からのメールに 

お問い合わせを頂いた会員の方もいらっし

ゃいました。 

ショートメッセージは、今後センターから

のお知らせ・災害時の緊急連絡など、重要な

お知らせを通知する予定です。 

 しかしながら、未だに既読確認やアドレス

帳への登録がお済みでない会員の方が多数 

おります。今からでも届いたショートメッセ

ージのURL を必ずクリックして

いただくとともにアドレス帳へご

登録いただきますようお願い申し上げま

す。 

 なお、スマホや携帯電話の操作がご不明な

方は、ご面倒でも最寄りの事務局（ゆたか支

所除く）までお越しください。 

 

ご存知ですか？ 配分金のこと 

配分金には消費税が含まれています。 

本来、会員が受け取った配分金に係る

消費税は税務署に申告する必要があり

ますが、消費税法上、課税売上としての

受取金額が、年間 1千万円以下となるた

め、免税業者として扱われ、申告する必

要がないものとされています。 

令和元年１０月の消費税引上げによ

り消費税が８％から１０％になりまし

た。そのため、お気付きとは思いますが

会員の受け取る配分金等についても消

費税２％分が上乗せされ配分金額が増

額となっています。 

一方、来る令和５年１０月から消費税

に適格請求書保存方式（インボイス制

度）の導入が予定されています。これに

より会員が受け取る配分金に係る消費

税の扱いが変わる可能性が大です。現時

点では不明な部分があるため、今後改め

て説明してまいります。 

 

注意 10月 11日(月曜)は、平日ですの

で、間違えなきようお願い致します。 

 


